
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  マイナンバーの個人番号の提供が受けられない場合      

Ｑ：マイナンバーで個人番号の提供が受け

られない場合は、どのようにしたらいいです

か？                                           

                                              

Ａ：国税庁のFAQに次のように記載されて

います。 

【解説】 

マイナンバー制度では、従業員等から個人

番号を取得しなければなりませんが、相手方

がこれを拒否した場合にはどうしたらいいの

かが問題になります。これについて、国税庁

は次のような回答を示しています。 

・法定調書作成などに際し、個人番号の提供

を受けられない場合でも、安易に個人番号を

記載しないで書類を提出せず、個人番号の記

載は、法律で定められた義務であることを伝

え、提供を求めてください。  

・それでもなお、提供を受けられない場合は、

提供を求めた経過等を記録、保存するなどし、

単なる義務違反でないことを明確にしておい

てください。  

・経過等の記録がなければ、個人番号の提供

を受けていないのか、あるいは提供を受けた

のに紛失したのかが判別できません。特定個

人情報保護の観点からも、経過等の記録をし

てください。  

・法定調書などの記載対象となっている人全

員が個人番号を有しているとは限らず、その

ような場合は個人番号を記載することはでき

ませんので、個人番号の記載がないことをも

って、税務署が書類を受理しないということ

はありません。 
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